
 

 次回自動車重量税照会サービスについて  

 

●軽自動車（検査対象）の次回重量税額照会サービスを 

令和２年２月３日より開始しました。 

協会ホームページ（スマホからも利用可） 

 

●利用方法 

「車台番号」・「検査予定日」を入力することで、 

検査予定時時点の自動車重量税額の照会を行なうこと

ができます。 

 

●サービス利用時間帯 

午前９時から午後２１時(土日祝日含む) 

※年末年始(１２月２９日～１月３日)及び 
メンテナンス時はサービスを停止します。 
 

 


